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○大任町同和問題の早期解決に関する条例

(柔噺菫Ｗ号）

（目的）
::.､入

第１条この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である,司和問題の早期解決のﾌﾟと

私の基永さ脇泰項縦あハらで差５Ｍないij1:iくろい,i1jあ実現に寄与ずるとどを,ヨ

的とする。

（''１Jの責務）
：｡1..5.．巫

第?桑’'１Jは寸前桑の目的を達成するため必要な施策を}i,雌するとともに行政のす

べての分野で'１１J民の人権意識の高揚に努めるものとする。

（町民の課題）
ゲヅム;)：＿～：‘

第３条’'１J民は、相互に基本nJ（)人権を尊重するとともに、部il1F差別をなくすための施

策に協ブル自ら沁蔀滋差BUをはじめ、人権侵害に関する行為をしないように努め

るものとする。

（''１Jの施策の推進）
、．・篭;'……．し．.ｒ:4，

第４条’'１Jは、基本的人権を擁護し、部落差別をなけために匡,、県と協力して、必

ィ要なji蝿蠅逆に努めるものとする。
：｝:バーへ．．J●鈩了魁：….《ﾆﾉ.:)j…Ｚ

（ﾉﾄﾞ尊発の充実）
.．【二

第塁黍蕊'1恥iJlLIJfjwY権意識の普及高揚を図るため､人椛に関する啓発のＭ:に努
めるものとする。

（委任）

第６条この条例に定めるものの隙か、必要な事項｣よ,ＩＩＪ長が別に定めるものとする。

附則

（施行･期日）

（この条例は、公布の日から施行する。
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